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幌延深地層研究センターにおける情報公開の改善について 

 

これまで、幌延深地層研究センターでは、「事故等に係る関係機関への通報について」（セ

ンター通達）に基づき、事故・トラブル等の情報（通報連絡情報、お知らせ情報）につい

て、北海道、幌延町をはじめ関係機関へ適宜提供を行ってきたところですが、今後、「事

故等に係る関係機関への通報について」の規定の見直しを含め、隣接町村や報道機関への情

報提供及びＨＰでの情報提供等について、以下の通り改善いたします。 

 

１．隣接町村への情報提供 

通報連絡情報及びお知らせ情報について、今後隣接町村へも情報提供を行いま

す。 

（天塩町、豊富町、中川町、中頓別町、浜頓別町、猿払村） 

 

２．報道機関への情報提供 

通報連絡情報について情報提供を行っていたのに加え、今後お知らせ情報につ

いても、報道機関へ情報提供を行います。 

（稚内記者会、道政記者クラブ） 

 

３．お知らせ情報の追加 

お知らせ情報の対象事象に、処理能力を超える湧水の発生事象及び湧水による坑

内作業中断事象を追加いたします。 

 

４．センターＨＰでの情報提供 

これまでＨＰにて公開していた通報連絡情報や環境調査結果、工事の進捗情報、

予算・決算情報等に加え、お知らせ情報等の深地層研究計画に係る情報について、積

極的にＨＰにおいて公開していきます。 

 

５．地下施設現場の公開 

これまで一般の方を対象に開催してきた施設見学会に加え、安全上の配慮から見

学会等の対象とはしていない工事エリアについても、適宜報道機関へ公開していき

ます。 

 

６．事業計画説明会、成果報告会、札幌報告会等 

隣接町村へも説明会等について積極的な開催情報の提供を行ってまいります。

また、隣接町村自治体からの要請に基づき、深地層研究計画の進捗状況等の説

明会を行ってまいります。 

 


